
（建認様式第３号別紙２）

ｂ

【別表　「訓練の種類」による区分が困難な経費の内訳】
④

③ ⑤ ⑦

（注）　この内訳書に記入するときは、裏面の注意事項を参照して下さい。 (R8.4)

⑥のうち
補助対象経費

〔③×（⑤÷④）〕
〔訓練生の数

Ａ ａ

建設関連の訓練

「訓練の種類」
による区分が
明確な経費

計（ａ＋ｂ）

　1.普通課程の普通職業訓練

　2.専修訓練課程の普通職業訓練

　4.短期課程（能開法施行規則 別表第4関連）

　5.短期課程（能開法施行規則 別表第5関連）

　6.短期課程（４及び５以外）

　7.専門短期課程の高度職業訓練

円

円

　8.研修課程の指導員訓練

「訓練の種類」による区分が困難な経費
（ａ以外）

円

⑥

円

円

円

円

②

※別表⑦の金額

人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース（経費助成））の支給申請に係る経費区分内訳書

円

円

円

用途による
区分

　3.専門長期課程の高度職業訓練

訓練の種類 ① 補助対象経費

×訓練実施日（時間）〕

円

うち建設の訓練
実施延べ人日（人

時）

「訓練の種類」による区分が
困難な経費

円 円 円
人日

人時

人日

人時

事業に要
する経費

訓練実施延べ人日 うち「建設」の
事業に要する経費
〔②×（⑤÷④）〕

②のうち
補助対象経費



（建認様式第３号別紙２の裏面）

１　提出上の注意

２　記入上の注意

(1)

(2)

(3)

(4)

人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース（経費助成））の支給申請に係る経費区分内訳書

　都道府県による交付額の確定を受けている「認定訓練助成事業費補助金（運営費）」又は「広域団体認定訓練助成金」の精算報告に
基づき、各欄を記載して下さい。

　④、⑤については、「人日」又は「人時」のどちらかを選んで記入してください。選んだ方を○印で囲んでください。

　『「訓練の種類」による区分が困難な経費』とは、建物の借上や修繕などに要する経費、光熱水料費等のほか、管理運営に要する経
費などの共通経費が考えられます。都道府県に対する「認定訓練助成事業補助金（運営費）」又は「広域団体認定訓練助成金」の精算
報告において、既に「訓練の種類」ごとに補助対象経費を整理している場合には、当該項目への記入を行わず、「ａ」欄及び合計欄を
記入してください。

　「合計」欄が、「認定訓練助成事業費補助金（運営費）」又は「広域団体認定訓練助成金」の実績報告書類一式の写し及び交付決定
通知通知書の写しに記載されている額と異なっていないか、必ず確認してください。

　この書類は、中小建設事業主又は中小建設事業主団体が人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース（経費助成））の支給申請を
行う場合、人材開発支援助成金（建設労働者認定訓練コース（経費助成））支給申請書（建認様式第３号）に添付して下さい。


